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はじめに 

 

大学評価・学位授与機構では、認証評価を開放的で進化する評価とするために、評価の

経験や評価を受けた機関等の意見を踏まえつつ、常に評価システムの改善を図ることとし

ている。 

 

このため、平成 17 年７月に文部科学大臣が認証する評価機関（認証評価機関）となって

以降、はじめての経験となった平成 17 年度実施の高等専門学校機関別認証評価において、

評価の終了後、評価対象校及び評価担当者へのアンケート調査を実施し、その結果等をも

とに評価の有効性、適切性について検証を行った。この結果、評価内容・方法等の改善・

充実すべき点を把握でき、平成 18 年度実施の認証評価に反映させた。（この検証結果は「平

成 17 年度に実施した高等専門学校機関別認証評価に関する検証結果報告書」としてまとめ

ている。） 

 

さらに、平成 18 年度実施の高等専門学校機関別認証評価においては、引き続き、平成 17

年度同様にアンケート調査を実施し、検証を行うこととし、平成 18 年度実施の認証評価（18

高等専門学校）に関する調査及び検証結果を取りまとめた。 
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Ⅰ 機構が実施した高等専門学校機関別認証評価の概要 

 

平成 18 年度に実施した認証評価の検証をまとめるに当たって、まず機構が実施した高

等専門学校の機関別認証評価の概要について触れておく。 

高等専門学校は、その教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運

営並びに施設及び設備の総合的な状況に関し、７年以内ごとに、文部科学大臣が認証す

る評価機関（認証評価機関）の実施する評価を受けることが義務づけられている（学校

教育法第 69 条の３第２項、第 70 条の 10、学校教育法施行令第 40 条）。 

機構は、この認証評価制度の下で、高等専門学校の認証評価を行う「認証評価機関」

として、平成 17 年７月、文部科学大臣から認証され、平成 17 年度より認証評価を開始

した。 

認証評価の実施に当たっては、以下の資料を作成し、あらかじめ公表した。 

・高等専門学校機関別認証評価実施大綱 

・高等専門学校評価基準 

・自己評価実施要項 

・評価実施手引書 

・訪問調査実施要項 

 

１ 目的 

認証評価は、我が国の高等専門学校の教育研究水準の維持及び向上を図るとともに、

その個性的で多様な発展に資するよう、以下のことを目的として行った。 

 

（１）機構が定める高等専門学校評価基準に基づいて、高等専門学校を定期的に評価す

ることにより、高等専門学校の教育研究活動等の質を保証すること。 

（２）評価結果を各高等専門学校にフィードバックすることにより、各高等専門学校の

教育研究活動等の改善に役立てること。 

（３）高等専門学校の教育研究活動等の状況を明らかにし、それを社会に示すことによ

り、公共的な機関として高等専門学校が設置・運営されていることについて、広

く国民の理解と支持が得られるよう支援・促進していくこと。 

 

２ 実施体制 

評価を実施するに当たっては、国・公・私立高等専門学校の関係者及び社会、経済、

文化等各方面の有識者からなる高等専門学校機関別認証評価委員会（以下「評価委員会」

という。）を設置し、その下に、具体的な評価を実施するため、対象高等専門学校の状況

に応じた評価部会を編成した。 

評価部会には、各高等専門学校の教育分野やその状況が多様であることなどを勘案し、
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対象高等専門学校の学科等の状況に応じた各分野の専門家及び有識者を評価担当者とし

て配置した。 

 
３ 方法・プロセス  

方法及びプロセスの概要は、下記のとおりである。 

 

（１）高等専門学校における自己評価 

各高等専門学校は、「自己評価実施要項」に従って自己評価を実施し、自己評価書

を作成し、機構に提出した。 

 

（２）機構における評価 

機構における評価は、書面調査及び訪問調査により実施した。 

① 書面調査は、対象高等専門学校から提出された自己評価書（高等専門学校の自

己評価で根拠として提出された資料・データを含む。）及び機構が独自に調査・収

集する資料・データ等に基づいて、対象高等専門学校の状況を分析した。 

② 訪問調査は、「訪問調査実施要項」に基づき、書面調査では確認できない事項等

を中心に調査を実施した。 

③ 基準ごとに、高等専門学校全体として、その基準を満たしているかどうかの判

断を行い、理由を明らかにした。 

なお、基準の多くが、いくつかの内容に分けて規定されており、これらを踏ま

え基本的な観点が設定されている。基準を満たしているかどうかの判断は、その

「基本的な観点」及び高等専門学校が独自に設定した観点の分析の状況を含めて

総合した上で、基準ごとに行った。 

④ 基準を満たしているものの、改善の必要が認められる場合や、基準を満たして

いるもののうち、その取組が優れていると判断される場合には、その旨の指摘も

行った。 

⑤ 高等専門学校全体として、すべての基準を満たしている場合に、機関としての

高等専門学校が当機構の高等専門学校評価基準を満たしていると認め、その旨を

公表した。（一つでも満たしていない基準があれば、高等専門学校全体として高等

専門学校評価基準を満たしていないものとして、その旨を公表することとした。） 

 

４ スケジュール 

（１）平成 17 年７月に国・公・私立高等専門学校の関係者に対し説明会を実施し、機関

別認証評価の仕組み、方法などについて説明を行った。 

 

（２）平成 17 年９月から 10 月にかけて、以下の 18 高等専門学校の申請を受け、評価を
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実施することとなった。 

○ 国立高等専門学校（18 高等専門学校） 

一関工業高等専門学校、木更津工業高等専門学校、長野工業高等専門学校、 

岐阜工業高等専門学校、鳥羽商船高等専門学校、舞鶴工業高等専門学校、 

奈良工業高等専門学校、松江工業高等専門学校、呉工業高等専門学校、 

徳山工業高等専門学校、宇部工業高等専門学校、弓削商船高等専門学校、 

久留米工業高等専門学校、北九州工業高等専門学校、佐世保工業高等専門学校、 

熊本電波工業高等専門学校、八代工業高等専門学校、鹿児島工業高等専門学校 

 

（３）平成 17 年 11 月に国・公・私立高等専門学校の自己評価担当者等に対する研修を

実施し、自己評価書の記載方法などについて説明を行った。 

 

（４）平成 18 年６月に機構の行う高等専門学校機関別認証評価の評価担当者に対する研

修を実施し、評価担当者が共通理解の下で公正、適切かつ円滑にその職務が遂行

できるよう、高等専門学校評価の目的、内容及び方法等について説明を行った。 

 

（５）平成 18 年６月末に、対象高等専門学校から自己評価書の提出を受けた。 

 

（６）対象高等専門学校からの自己評価書提出後の評価作業スケジュールは次のとおり

であった。 

 

18 年７月 

８月 

 

 

 

 

10 月 

 

12 月 

書面調査の実施 

評価部会、財務専門部会の開催（基準ごとの判断の検討、優れた点及

び改善を要する点等の検討） 

評価部会、財務専門部会の開催（書面調査による分析結果の整理、訪

問調査での確認事項の決定及び訪問調査での役割分担の決定） 

運営小委員会の開催（各評価部会間の横断的な事項の審議） 

訪問調査の実施（書面調査では確認できなかった事項等を中心に対象

高等専門学校の状況を調査） 

評価部会、財務専門部会の開催（評価結果（原案）の作成） 

 

（７）これらの調査結果を踏まえ、平成 19 年１月に評価委員会で評価結果（案）を決定

した。 

 

（８）評価結果（案）に対する意見の申立ての機会を設け、平成 19 年３月の評価委員会
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での審議を経て最終的な評価結果を確定した。 

 

５ 評価結果 

平成 18 年度に認証評価を実施した 18 高等専門学校のすべてが、機構の定める高等専

門学校評価基準を満たしているとの評価結果となった。 

機構はこの評価結果を平成 19 年３月 28 日付で、各高等専門学校や設置者へ通知する

とともに、機構のウェブサイトにより公表し、かつ文部科学大臣へ報告した。 
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Ⅱ 平成 18 年度実施の認証評価に関する検証 

 

１．検証の実施方法 

 

（１）アンケート調査の実施 

平成 18 年度実施の認証評価の対象校及び評価担当者に対し、記名選択式回答（５段

階）及び自由記述からなるアンケート調査を実施した。 

アンケート調査項目は次のとおりである。 

 

〔対象校〕 

１．評価基準及び観点について 

２．評価の方法及び内容について 

（１）自己評価について 

（２）訪問調査等について 

（３）意見の申立てについて 

３．評価の作業量、スケジュール等について 

（１）評価に費やした作業量及び機構が設定した作業期間について 

（２）評価作業に費やした労力 

（３）評価のスケジュールについて 

４．説明会・研修会等について 

５．評価結果（評価報告書）について 

６．評価を受けたことによる効果・影響について 

７．評価結果の活用について 

８．評価の実施体制について 

９．その他 

 

〔評価担当者〕 

１．評価基準及び観点について 

２．評価の方法及び内容・結果について 

（１）書面調査について 

（２）訪問調査について 

（３）評価結果について 

３．研修について 

４．評価の作業量、スケジュールについて 

（１）評価に費やした作業量及び機構の設定した作業期間について 

（２）評価作業に費やした労力について 
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（３）評価作業にかかった時間数について 

５．評価部会等の運営について 

６．評価全般について 

 

（２）アンケート調査結果等の検証 

対象校及び評価担当者に対するアンケート調査項目から、主要な項目を整理・分類

し、項目別に分析を行った。その上で、評価実施過程において機構が把握した問題点

等も踏まえ、評価の有効性、適切性を検証した。 

分析項目は以下のとおりである。 

 
（１）評価基準及び観点について 
（２）評価担当者に対する研修について 
（３）自己評価書について 
（４）認証評価説明会・自己評価担当者等に対する研修会について 
（５）書面調査・訪問調査について 
（６）評価結果（評価報告書）について 
（７）評価を受けたことによる効果・影響について 
（８）評価の作業量・スケジュール等について 
（９）評価についての全般的な意見・感想 

 
※ アンケート調査に係る補足事項 

１．平成 17 年度アンケートからの変更点 

平成 18 年度におけるアンケートでは、平成 17 年度に実施したアンケートに対し、

以下の変更を行った。 

 

（１）内容の変更 

・ 自由記述欄について、平成 17 年度は、項目ごとにその項目全体について設ける

のみであったが、平成 18 年度は、それに加え、詳細を知ることが有用と思われる

設問についても個別に設けた。 

・ 選択式の設問について、新たに有用と思われる設問を追加するとともに、選択

的評価基準に関する項目など、一部の設問を削除した（選択的評価基準が選択的

評価事項として認証評価から独立したことに伴い、これに関するアンケートを別

途実施することとした）。 

・ 一部の設問の表現をより適切なものに改めた。 
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（２）実施時期の変更 

・ 評価の記憶が鮮明で、資料が手元にあるうちにアンケートを実施するため、評

価担当者については、アンケート用紙の配付時期を約２ヶ月前倒しした。 

 

アンケート用紙配付日程 

 平成 17 年度 平成 18 年度 

対象校 平成 18 年３月 27 日 平成 19 年３月 30 日 

評価担当者 平成 18 年３月 27 日 平成 19 年１月 30 日 

 

 

２．平成 18 年度アンケートの回収状況 

 

平成 18 年度アンケート回収状況 

 回答数 回収率 

対象校 18 校中 18 校 100％ 

評価担当者 55 名中 43 名 78％ 
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２．項目別の検証 

 

（１）評価基準及び観点について 

機構が定める評価基準及び観点の構成や内容が、高等専門学校の教育研究活動等に

関する「質の保証」「改善の推進」「社会の理解と支持」という評価の３つの目的に照

らして適切であったか、また、評価基準及び観点の中で対象校が自己評価を行う際に

自己評価しにくいもの、評価担当者が評価しにくいものがあったかどうかなどについ

て検証を行った。 

 

①評価の目的等との関係 

対象校及び評価担当者に対するアンケート調査において、評価基準及び観点の構

成や内容が「教育研究活動等の質を保証するために適切であった」（機関１-①、評

１-①）か及び「教育研究活動等の改善を促進するために適切であった」（機関１-②、

評１-②）か質問したところ、「質の保証」に対して、対象校では、肯定的な回答が

94％（「強くそう思う」11％、「そう思う」83％）、「どちらとも言えない」が６％、

評価担当者では、肯定的な回答が 93％（「強くそう思う」19％、「そう思う」74％）、

「どちらとも言えない」が７％であった。「改善の促進」に対しては、対象校では、

肯定的な回答が 78％（「強くそう思う」17％、「そう思う」61％）、「どちらとも言え

ない」が 22％、評価担当者では、肯定的な回答が 88％（「強くそう思う」28％、「そ

う思う」60％）、「どちらとも言えない」が 12％であった。いずれについても約８割

以上が肯定的に回答しており、評価基準及び観点の構成や内容が教育研究活動等の

「質の保証」、「改善の促進」という目的に照らして適切であると評価されているこ

とがわかる。 

評価基準及び観点の構成や内容が「社会（学生・保護者、企業、その他関係者な

ど）から理解と支持を得るために適切であった」（機関１-③、評１-③）かとの質問

に対しては、対象校では、肯定的な回答が 78％（「強くそう思う」17％、「そう思う」

61％）、「どちらとも言えない」が 22％、評価担当者では、肯定的な回答が 84％（「強

くそう思う」21％、「そう思う」63％）、「どちらとも言えない」が 14％、「そう思わ

ない」が２％であった。これについても約８割以上が肯定的な回答をしており、評

価基準及び観点の構成や内容が教育研究活動等の「社会からの理解と支持」を得る

という目的に照らして適切であると評価されていることがわかる。 

 
次に、対象校及び評価担当者に対し、「評価基準及び観点の構成や内容を、教育活

動を中心に設定していることは適切であった」（機関１-④、評１-④）かという質問

に対しては、対象校は全てが肯定的な回答（「そう思う」72％、「強くそう思う」28％）

をし、評価担当者も肯定的な回答が 93％（「強くそう思う」40％、「そう思う」53％）、
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「どちらとも言えない」が７％であった。対象校・評価担当者のいずれにおいても、

９割が肯定的な回答をしており、教育活動を中心とした評価基準及び観点の設定に

ついて高く評価されていることがわかる。 

 

②具体の評価基準及び観点について 

対象校に対するアンケート調査において、「自己評価しにくい評価基準及び観点が

あった」（機関１-⑤）か質問したところ、あるとする回答が 34％（「強くそう思う」

６％、「そう思う」28％）、「どちらとも言えない」が 44％、「そう思わない」22％と

なり、３割以上が自己評価しにくい評価基準又は観点があったとしている。 

同様に、評価担当者に対するアンケート調査において、「評価しにくい評価基準及

び観点があった」（評１-⑤）か質問したところ、あるとする回答が 34％（「強くそう

思う」１％、「そう思う」33％）、「どちらとも言えない」が 33％、「そう思わない」

が 33％となり、評価担当者についても３割以上が評価しにくい評価基準又は観点が

あったとしている。 

 

次に、対象校及び評価担当者に対するアンケート調査において、「評価基準又は観

点のうち、内容が重複するものがあった」（機関１-⑥）（評１-⑥）か質問したとこ

ろ、対象校では、「ある」が 28％、「ない」が 72％、評価担当者では、「ある」が 20％、

「ない」が 80％であった。 

 
③評価と課題 

評価基準及び観点の構成や内容については、対象校及び評価担当者双方から、高

等専門学校の教育研究活動等の「質の保証」「改善の促進」「社会からの理解・支持」

という評価の目的に照らして適切であると評価されている。また、評価基準及び観

点の構成や内容を、教育活動を中心に設定していることについてもその適切性が認

められている。 

 

評価しにくい評価基準及び観点があったかについては、対象校及び評価担当者い

ずれもあったとする回答は３割台にとどまり、問題とする程度ではなかった。 

また、評価基準又は観点のうち、内容が重複するものがあったかについては、対

象校及び評価者ともに７割以上が内容が重複していないとの回答であり、概ね問題

がないとしているが、自由記述の中には、重複はしないものの、類似するものがあ

るとの意見もあり、事前説明会等での継続した説明が必要であると思われる。 

 

評価基準・観点に関する全般的な意見として、対象校及び評価担当者ともに、肯

定的な意見が多かったが、高等専門学校特有の問題点として、ＪＡＢＥＥプログラ
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ムとの関係や準学士課程と専攻科課程の棲み分けなどについてのとまどいの意見も

出されており、引き続きよりわかりやすい表現の工夫や、評価基準及び観点の趣旨・

ねらいの説明を一層充実させていくことが望まれる。 

なお、評価基準の大幅な改正は、高等専門学校の準備状況にも大きな影響を及ぼ

すことから、次期の評価周期を念頭に今後検討していくことが必要と思われる。 

平成 19 年度においては、自己評価しにくい等の意見のあった観点等について、認

証評価説明会、自己評価担当者等に対する研修会（平成 20 年度実施分）や個別の訪

問説明の機会を利用して、観点の趣旨やねらいについて詳細に説明を行うとともに、

必要に応じて高等専門学校評価基準及び観点（平成 21 年度実施分）の見直しを検討

することとした。 

 

※ 高等専門学校評価基準（機関別認証評価）は機構ウェブサイトに掲載している。

なお、評価基準の新旧対照表については、参考資料７を参照のこと。 
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（２）評価担当者に対する研修について 

評価担当者が共通理解の下で公正、適切かつ円滑にその職務を遂行できるよう、認

証評価の目的、内容及び方法等についての研修を実施しているが、その内容について

検証を行った。 

 

①研修について 

評価担当者に対するアンケート調査において、「研修の内容は役立った」（評３-③）

か質問したところ、肯定的な回答が 93％（「強くそう思う」34％、「そう思う」59％）、

「どちらとも言えない」が５％、「そう思わない」が２％となり、評価担当者は研修

が有効であったと高く評価している。 

研修の内容についてみると、「研修の説明内容は理解しやすかった」（評３-②）か

については、肯定的な回答が 87％（「強くそう思う」24％、「そう思う」63％）、「ど

ちらとも言えない」が 11％、「そう思わない」が２％、「研修の配付資料は理解しや

すかった」（評３-①）かについては、肯定的な回答が 83％（「強くそう思う」24％、

「そう思う」59％）、「どちらとも言えない」が 17％で、いずれの質問についても肯

定的な回答が８割以上を占め、評価されていることがわかる。また「書面調査のシ

ミュレーションは役立った」（評３-④）かについては、肯定的な回答が 65％（「強く

そう思う」24％、「そう思う」41％）、「どちらとも言えない」が 24％、「そう思わな

い」が 11％と肯定的な回答が６割以上を占め、概ね評価されていることがわかる。 
次に、平成 18 年度の研修は２日間（１日目：４時間、２日目：５時間 30 分）の

開催としたが、「研修に費やした時間の長さは適切であった」（評３-⑤）か質問した

ところ、肯定的な回答が 59％（「強くそう思う」13％、「そう思う」46％）、どちらと

も言えない」が 34％、「そう思わない」が７％であった。肯定的な回答が約６割を占

めるものの、否定的またはどちらとも言えないとする回答も一定数見られる。 

 

②評価と課題 

評価担当者に対する研修については、配付資料や説明内容が理解しやすく、書面

調査などに役立ったとの回答が多い一方で、自由記述では、書面調査の内容のシミ

ュレーションの充実についての要望や、評価経験の差を踏まえて研修内容を分ける

必要性、研修と実際との乖離などを指摘する意見もあり、今後、研修内容の工夫に

ついて検討が必要であると考えられる。 

また、研修の時間、長さについては、肯定的な意見が約６割にとどまった。自由

記述でも、時間延長、短縮の双方を望む回答があり、研修内容の充実と併せて今後、

様子を見つつ判断していく必要がある。 

平成 19 年度においては、評価担当者からの意見を踏まえ、研修の中で実施するシ

ミュレーションに、「判断保留」とした事例のほか、「一般的に期待される水準であ
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る」との判断を行った事例を加えるなど内容の改善を図るととともに、再任された

委員は、２日間の研修日程のうち、１日目の参加のみで終了可能なように改善を図

ることとした。 
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（３）自己評価書について 

評価に当たり対象校が作成した自己評価書が、機構の定める評価基準及び観点に基

づき、評価を行う上で適切なものとなっていたか、また、添付資料が適切であったか

などについて検証を行った。 

 

①自己評価書の記述について 

対象校に対するアンケート調査において、「評価基準及び観点に基づき、適切に自

己評価を行うことができた」（機関２-（１）-①）か質問したところ、肯定的な回答

が 94％（「強くそう思う」28％、「そう思う」66％）、「どちらとも言えない」が６％

と回答し、対象の９割以上が肯定的に回答しており、適切に自己評価ができたと認

識していることがわかる。 

また、「貴校の総合的な状況が広く社会等の理解を得るために、わかりやすい自己

評価書にすることができた」（機関２-（１）-④）かについては、肯定的な回答が 66％

（「強くそう思う」22％、「そう思う」44％）、「どちらとも言えない」が 28％、「そう

思わない」が６％、「自己評価書の完成度は満足できるものであった」（機関２-（１）

-⑤）かについては、肯定的な回答が 67％（「強くそう思う」11％、「そう思う」56％）、

「どちらとも言えない」が 33％であった。自己評価書のわかりやすさ、完成度につ

いては、いずれも対象校の約７割が肯定的に回答しており、概ね満足していること

がわかる。 

 

一方、評価担当者に対するアンケート調査において、「高等専門学校の自己評価書

は理解しやすかった」（評２-（１）-①）か質問したところ、「そう思う」が 28％、

「どちらとも言えない」が 53％、「そう思わない」が 19％となり、肯定的な回答は

約３割にとどまった。「自己評価書には評価基準及び観点の内容が適切に記述されて

いた」（評２-（１）-②）かについては、肯定的な回答が 47％（「強くそう思う」５％、

「そう思う」42％）、「どちらとも言えない」が 39％、「そう思わない」が 14％とな

り、肯定的な回答は５割未満となった。対象校が適切かつわかりやすく自己評価書

ができたと考えているほどには、評価担当者は評価していないことがわかる。 

 

次に、対象校に対するアンケート調査において、「自己評価書の文字数制限は、自

己評価書を作成する上で十分な量であった」（機関２-（１）-⑥）か質問したところ、

「そう思う」が 33％、「どちらとも言えない」が 44％、否定的な回答が 23％（「そう

思わない」17％、「全くそう思わない」６％）であった。自己評価書の文字数制限に

ついては、肯定的な回答が３割にとどまり、制限された文字数が十分な量でないと

見ていることがわかる。 

また、「自己評価書の作成にあたって、すでに機構の認証評価を受けた他機関の自
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己評価書を参考にした」（機関２-（１）-⑦）かについては、「参考にした」が 71％、

「参考にしなかった」が 29％であり、多くの対象校が他機関の自己評価書を参考に

していることがわかる。 

 

②自己評価書の添付資料について 

対象校に対するアンケート調査において、「自己評価書に添付する資料は、既に蓄

積していたもので十分対応することができた」（機関２-（１）-②）か質問したとこ

ろ、「そう思う」が 44％、「どちらとも言えない」が 33％、否定的な回答が 23％（「そ

う思わない」17％、「全くそう思わない」６％）であった。肯定的な回答が４割程度

にとどまり、否定的な回答も２割あることから、蓄積していた資料での対応に困難

を感じた対象校が少なくなかったことがわかる。 

また、「自己評価書に添付する資料について、どのようなものを用意すべきか迷っ

た」（機関２-（１）-③）かについては、「そう思う」が 39％、「どちらとも言えない」

が 39％、否定的な回答が 22％（「そう思わない」11％、「全くそう思わない」11％）

であった。迷ったとする回答が約４割あり、一定数の対象校が用意すべき資料に迷

ったことがわかる。 

 

一方、評価担当者に対するアンケート調査において、「自己評価書には必要な根拠

資料が引用・添付されていた」（評２-（１）-③）か質問したところ、肯定的な回答

が 35％（「強くそう思う」が２％、「そう思う」が 33％）、「どちらとも言えない」が

44％、「そう思わない」が 21％であった。肯定的な回答は評価担当者の３割にとどま

り、否定的な回答も２割あった。 

 

③評価と課題 

評価基準及び観点に基づき、適切に自己評価がなされ、自己評価書がわかりやす

いものとなったかについては、対象校は概ね肯定していることがわかるが、評価担

当者は対象校ほど評価していない。 

対象校からは、学内の全容把握や全学的な共通認識などについて評価書作成が有

効に働いたとの肯定的な意見がある一方で、自己評価書の字数制限の緩和（特に基

準５「教育内容及び方法」）についての要望が寄せられた。 

また、自己評価書の添付資料については、自己評価書作成の段階で苦慮したとす

る回答が一定数見られた。 

一方、評価担当者からは、対象校の自己評価書の記述や添付資料の工夫などにつ

いて要望が多く見られた。 

このような課題は、今後、対象校が評価の経験を積み重ねる他、すでに機構の認

証評価を受けた他機関の自己評価書を参照することにより、徐々に解消される面も
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あると思われるが、機構としても、研修会や説明会を通じて、評価基準及び観点に

関する対象校の理解をより一層深めることや、特に自己評価書作成に当たっての留

意点についての説明を充実するなど、さらにきめ細かな対応が求められると考えら

れる。 

平成 19 年度においては、認証評価説明会及び自己評価担当者等に対する研修会（平

成 20 年度実施分）や個別の訪問説明の機会に、平成 17、18 年度の認証評価の経験

を踏まえ、実例を交えながら自己評価書の記述や添付資料の留意点について詳細に

説明を行うこととした。 
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（４）認証評価説明会・自己評価担当者等に対する研修会について 

機構が実施する認証評価の趣旨・目的、実施方法等について理解を図るために実施

する説明会や、機構の評価を希望する高等専門学校の自己評価担当者等を対象に認証

評価の仕組み、評価方法及び自己評価書の作成方法等について一層の理解を深めても

らうために実施する研修会について、その有効性等の検証を行った。 

 

①認証評価説明会・自己評価担当者等に対する研修会について 

対象校に対するアンケート調査において、認証評価説明会に関して、「説明会の内

容は役立った」（機関４-③）か質問したところ、肯定的な回答が 88％（「強くそう思

う」44％、「そう思う」44％）、「どちらとも言えない」が６％、「そう思わない」が

６％となり、対象校の約９割が肯定的に回答しており、説明会が有効であったこと

がわかる。 

また、説明会の内容及び配付資料について、「説明会の内容は理解しやすかった」

（機関４-②）かについては、肯定的な回答が 77％（「強くそう思う」22％、「そう思

う」55％）、「どちらとも言えない」が 17％、「そう思わない」が６％、「説明会の配

付資料は理解しやすかった」（機関４-①）かについては、肯定的な回答が 72％（「強

くそう思う」11％、「そう思う」61％）、「どちらとも言えない」が 28％であった。い

ずれについても、対象校の７割以上が肯定的に回答しており、説明会の内容及び配

付資料は理解しやすかったと概ね評価されていることがわかる。 

 

次に、自己評価担当者等に対する研修会に関して、「自己評価担当者等に対する研

修会の内容は役立った」（機関４-⑦）か質問したところ、肯定的な回答が 66％（「強

くそう思う」44％、「そう思う」22％）、「どちらとも言えない」が 34％であった。対

象校の約７割が肯定的に回答しており、概ね研修会の内容が有効であったことがわ

かる。 

また、研修会の内容及び配付資料について、「自己評価担当者等に対する研修会の

内容は理解しやすかった」（機関４-⑥）かについては、肯定的な回答が 77％（「強く

そう思う」27％、「そう思う」50％）、「どちらとも言えない」が 17％、「機構が配付

している自己評価実施要項等の冊子は役立った」（機関４-⑧）かについては、肯定

的な回答が 94％（「強くそう思う」55％、「そう思う」39％）、「どちらとも言えない」

が６％であった。研修会の内容については対象校の約８割、配付冊子については対

象校の９割以上がそれぞれ肯定的に回答しており、概ね評価されていることがわか

る。 

一方、「自己評価担当者等に対する研修会の配付資料は理解しやすかった」（機関

４－⑤）かについては肯定的な回答が 67％（「強くそう思う」17％、「そう思う」50％）、

「どちらとも言えない」が 33％であった。研修会の配付資料については対象校の約
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７割が肯定的な回答をしており、概ね評価されているものの、内容及び配付冊子ほ

どは理解しやすかったとは考えられていないことがわかる。 

 

②評価と課題 

認証評価説明会及び自己評価担当者等に対する研修会の内容については、対象校

から、理解しやすく役立ったとの評価がなされた。 

自由記述においては、認証評価説明会、自己評価担当者に対する研修会ともに好

評であった一方で、地方での開催や説明ビデオなどの提供などを望む声も見られた。 

また、資料については、説明会、研修会の配付資料及び自己評価実施要項等の冊

子について、理解しやすいと概ね評価されている。 

自己評価担当者等に対する研修会については、従来、認証評価の申請を受け付け

た後の 11 月に実施していたが、平成 19 年度においては、早い時期から自己評価の

方法等についてより詳細に理解を深めてもらえるよう、認証評価説明会終了後（６

月）にも開催することとした（平成 20 年度実施分）。 



- 18 - 

（５）書面調査・訪問調査について 

対象校から提出された自己評価書等に基づき、評価担当者が対象校の状況を分析す

る書面調査について、分析の方法、分析状況の対象校への伝達内容等が適切であった

かについて検証した。また、書面調査の後、対象校を訪問して書面調査では確認でき

ない事項等を中心に調査する訪問調査について、その内容や方法、あらかじめ通知す

る「訪問調査時の確認事項」の内容が適切であったかなどについて検証を行った。 

 

①書面調査による分析について 

評価部会による書面調査の分析結果について事実誤認がないかを確認するため、

訪問調査前にその分析状況を「書面調査による分析状況」という名称の文書により

当該対象校に通知しているが、対象校に対するアンケート調査において、「訪問調査

の前に提示された、「書面調査による分析状況」の内容は適切であった」（機関２-（２）

-①）か質問したところ、肯定的な回答が 77％（「強くそう思う」22％、「そう思う」

55％）、「どちらとも言えない」が 17％、「そう思わない」が６％であった。対象校の

約８割が肯定的に回答しており、書面調査の分析結果については概ね評価されてい

ることがわかる。 

 

一方、評価担当者に対するアンケート調査において、「書面調査を行うために、参

考となる情報（客観的データ等）があればよかった」（評２-（１）-④）か質問した

ところ、肯定的な回答が 17％（「強くそう思う」２％、「そう思う」15％）、「どちら

とも言えない」が 64％、否定的な回答が 19％（「そう思わない」12％、「全くそう思

わない」７％）であった。肯定的な回答が２割未満にとどまることから、参考とな

る情報は必ずしも必要ではないと認識されていることがわかる。 

また、書面調査の分析内容を記入するために「機構が示した書面調査票等の様式

は記入しやすかった」（評２-（１）-⑤）か質問したところ、肯定的な回答が 67％（「強

くそう思う」12％、「そう思う」55％）、「どちらとも言えない」が 33％であった。 

評価担当者の約７割が肯定的な回答をしており、書面調査票等の様式は概ね適切

であったと評価されていることがわかる。 

 

②訪問調査時の確認事項について 

訪問調査に先立ち、あらかじめ訪問調査の際に確認したい事項を「訪問調査時の

確認事項」という名称の文書により対象校に通知しているが、対象校に対するアン

ケート調査において、「訪問調査の前に提示された、「訪問調査時の確認事項」の内

容は適切であった」（機関２-（２）-②）か質問したところ、肯定的な回答が 72％（「強

くそう思う」22％、「そう思う」50％）、「どちらとも言えない」が 22％、「全くそう

思わない」が６％であった。対象校の７割が肯定的に回答しており、訪問調査時の
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確認事項の内容について概ね評価されていることがわかる。 

 

一方、評価担当者に対するアンケート調査において、「「訪問調査時の確認事項」

の回答内容は適切であった」（評２-（２）-①）か質問したところ、肯定的な回答が

74％（「強くそう思う」14％、「そう思う」60％）、「どちらとも言えない」が 26％で

あった。評価担当者の７割以上が肯定的に回答しており、対象校からの回答内容に

ついても概ね評価されていることがわかる。 

 

③訪問調査の実施内容について 

対象校に対するアンケート調査において、「訪問調査時に機構の評価担当者が質問

した内容は適切であった」（機関２-（２）-③）か質問したところ、肯定的な回答が

94％（「強くそう思う」17％、「そう思う」77％）、「どちらとも言えない」が６％で

あった。また、「訪問調査の実施内容（高等専門学校関係者（責任者）面談や一般教

員等との面談、教育現場の視察及び学習環境の状況調査、学生・卒業生等との面談）

は適切であった」（機関２-（２）-④）かについては、肯定的な回答が 94％（「強く

そう思う」22％、「そう思う」72％）、「どちらとも言えない」が６％であった。いず

れについても対象校の９割以上が肯定的に回答しており、訪問調査の実施内容につ

いて高く評価されていることがわかる。 

次に、「訪問調査では、機構の評価担当者との間で、教育研究活動等の状況に関す

る共通理解を得ることができた」（機関２-（２）-⑤）か質問したところ、肯定的な

回答が 88％（「強くそう思う」44％、「そう思う」44％）、「どちらとも言えない」12％

であった。対象校の約９割が肯定的に回答しており、高く評価されていることがわ

かる。 

 

一方、評価担当者に対するアンケート調査において、「訪問調査の実施内容（高等

専門学校関係者（責任者）面談や一般教員等との面談、教育現場の視察及び学習環

境の状況調査、学生・卒業生等との面談）は適切であった」（評２-（２）-③）か質

問したところ、肯定的な回答が 81％（「強くそう思う」30％、「そう思う」51％）、「ど

ちらとも言えない」19％であった。また、「訪問調査によって不明な点を十分に確認

することができた」（評２-（２）-②）かについては、肯定的な回答が 86％（「強く

そう思う」28％、「そう思う」58％）、「どちらとも言えない」が 12％、「そう思わな

い」が２％であった。訪問調査の実施内容については評価担当者の８割、不明点の

確認でも８割以上が肯定的に回答しており、評価されていることがわかる。 

次に、「訪問調査では、対象機関と、教育研究活動等の状況に関する共通理解を得

ることができた」（評２-（２）-④）かについては、肯定的な回答が 77％（「強くそ

う思う」21％、「そう思う」56％）、「どちらとも言えない」が 21％、「そう思わない」
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が２％であった。評価担当者の約８割が肯定的に回答しており、評価されているこ

とがわかる。 

 

④訪問調査時の人数・構成等について 

対象校に対するアンケート調査において、「訪問調査時の機構の評価担当者（事務

担当者を除く）の人数や構成は適切であった」（機関２-（２）-⑥）か質問したとこ

ろ、肯定的な回答が 83％（「強くそう思う」39％、「そう思う」44％）、「どちらとも

言えない」が 17％であった。対象校の８割が肯定的に回答しており、評価担当者の

人数及び構成について評価されていることがわかる。 

次に、「訪問調査時の機構の評価担当者は十分研修を受けていたと思う」（機関２-

（２）-⑦）か質問したところ、肯定的な回答が 83％（「強くそう思う」44％、「そう

思う」39％）、「どちらとも言えない」が 17％であった。対象校の８割が肯定的に回

答しており、評価担当者の質について評価されていることがわかる。 

 

一方、評価担当者に対するアンケート調査において、「訪問調査時の機構の評価担

当者（事務担当者を除く）の人数や構成は適切であった」（評２-（２）-⑤）か質問

したところ、肯定的な回答が 84％（「強くそう思う」33％、「そう思う」51％）、「ど

ちらとも言えない」が 16％であった。評価担当者の８割以上が肯定的に回答してお

り、評価担当者の人数及び構成について評価されていることがわかる。 

 

⑤評価と課題 

書面調査に関し、評価担当者において、参考となる情報（客観的データ等）が必

要であるとした者は２割弱にとどまり、自己評価書及び添付資料で十分であると考

えられていることがわかる。 

なお、書面調査の後、当該対象校に対して送付される「書面調査による分析状況」

及び「訪問調査時の確認事項」の内容については、対象校から妥当とされている。 

 

訪問調査の実施内容については、対象校、評価担当者ともに妥当であったとして

いる。 

自由記述では、対象校からは、それぞれの対象校の良い点を積極的に見いだそう

とする姿勢が感じられたなどの肯定的な意見が多く、機構の行う評価の姿勢に直接

触れることにより、肯定的な印象を持つようになったことがわかる意見が複数見ら

れた。一方、評価担当者からは、面接内容、方法や訪問調査の日程の長短などにつ

いて賛否双方の意見があったが、訪問調査の必要性についてはほぼ肯定的であった。 
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（６）評価結果（評価報告書）について 

機構の作成した評価報告書の内容や意見申立ての実施方法等が適切なものであった

かについて検証を行った。 

 

①評価報告書の内容について 

対象校に対するアンケート調査において、「総じて、機構による評価報告書の内容

は適切であった」（機関５-⑨）かについて質問したところ、全校が肯定的な回答で

あり（「強くそう思う」33％、「そう思う」67％）、評価報告書の内容全体としては高

く評価されていることがわかる。 

次に、「質の保証」「改善の促進」「社会の理解と支持」という評価の３つの目的に

照らして、「評価報告書の内容は、貴校の教育研究活動等の質の保証をするために十

分なものであった」（機関５-①）か質問したところ、肯定的な回答が 94％（「強くそ

う思う」22％、「そう思う」72％）、「どちらとも言えない」６％、「評価報告書の内

容は、貴校の教育研究活動等の改善に役立つものであった」（機関５-②）か質問し

たところ、肯定的な回答が 89％（「強くそう思う」11％、「そう思う」78％）、「どち

らとも言えない」11％であった。いずれについても対象校の約９割が肯定的に回答

しており、評価の目的に照らして役立ったと高く評価されていることがわかる。 

一方、「評価報告書の内容は、貴校の教育研究活動等について社会（学生・保護者、

企業、その他の関係者など）の理解と支持を得ることを支援・促進するものであっ

た」（機関５-③）か質問したところ、肯定的な回答が 67％（「強くそう思う」11％、

「そう思う」56％）、「どちらとも言えない」が 22％、「そう思わない」が 11％であ

った。対象校の約７割が肯定的に回答しており、評価の目的に照らして役立ったと

概ね評価されていることがわかる。 

また、「評価報告書の内容から、教育研究活動等に関して新たな視点が得られた」

（機関５-⑦）か質問したところ、肯定的な回答が 78％（「強くそう思う」22％、「そ

う思う」56％）、「どちらとも言えない」22％であった。対象校の約８割が肯定的な

回答をしており、評価報告書の内容によって教育研究活動等に関する新たな視点が

得られたことがわかる。 

 

次に、「評価報告書の内容は、貴校の目的に照らし適切なものであった」（機関５-

④）か質問したところ、肯定的な回答が 89％（「強くそう思う」22％、「そう思う」

67％）、「どちらとも言えない」が 11％、「評価報告書の内容は、貴校の実態に即した

ものであった」（機関５-⑤）かについては、肯定的な回答が 89％（「強くそう思う」

17％、「そう思う」72％）、「どちらとも言えない」が 11％であった。対象校の目的及

び実態についてはそれぞれ約９割がこれに即し、適切であったと回答しており、そ

れぞれ高く評価されていることがわかる。 
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また、「評価報告書の内容は、貴校の規模等（資源・制度など）を考慮したもので

あった」（機関５-⑥）か質問したところ、肯定的な回答が 67％（「強くそう思う」17％、

「そう思う」50％）、「どちらとも言えない」が 27％、「そう思わない」が６％であっ

た。対象校の約７割が肯定的な回答をしており、評価報告書の内容が対象校の規模

等を考慮していると概ね評価されていることがわかる。 

さらに、評価報告書の記述について、「評価報告書の構成や内容は分かりやすいも

のであった」（機関５-⑧）か質問したところ、肯定的な回答が 89％（「強くそう思う」

33％、「そう思う」56％）、「どちらとも言えない」が 11％であった。対象校の約９割

が肯定的に回答しており、評価報告書の記述についてはわかりやすいと高く評価さ

れていることがわかる。 

 

一方、評価担当者に対するアンケート調査において、「自ら担当した書面調査、訪

問調査の内容は、評価結果に十分反映された」（評２-（３）-①）か質問したところ、

肯定的な回答が 84％（「強くそう思う」28％、「そう思う」56％）、「どちらとも言え

ない」16％であった。評価担当者の８割以上が肯定的に回答しており、書面調査、

訪問調査の内容の評価報告書への反映について評価されていることがわかる。 

次に、「基準１から基準 11 の評価で、基準を満たしているかどうかの判断を示す

という方法は適切であった」（評２-（３）-②）か質問したところ、肯定的な回答が

77％（「強くそう思う」21％、「そう思う」56％）、「どちらとも言えない」が 23％、

「評価報告書の最初に、全体の評価結果と併せて対象機関の「主な優れた点」「主な

改善を要する点」を記述するという形式は適切であった」（評２-（３）-④）かにつ

いては、肯定的な回答が 89％（「強くそう思う」26％、「そう思う」63％）、「どちら

とも言えない」が９％、「そう思わない」が２％であった。基準ごとの判断について

は評価担当者の約８割、優れた点、改善点の記述については評価担当者の約９割が

肯定的に回答しており、それぞれ評価されていることがわかる。 

また、「評価結果全体としての分量は適切であった」（評２-（３）-③）か質問し

たところ、肯定的な回答が 72％（「強くそう思う」14％、「そう思う」58％）、「どち

らとも言えない」が 23％、「そう思わない」が５％であった。評価担当者の７割が肯

定的に回答しており、分量は概ね適切であると概ね評価されていることがわかる。 

 

②評価結果の公表について 

対象校に対するアンケート調査において、「今回の評価のために作成した自己評価

書を積極的に公表している」（機関５-⑩）か質問したところ、肯定的な回答が 67％

（「強くそう思う」17％、「そう思う」50％）、「どちらとも言えない」が 27％、「全く

そう思わない」が６％、「評価報告書は積極的に公表している」（機関５-⑪）かにつ

いても、肯定的な回答が 66％（「強くそう思う」22％、「そう思う」44％）、「どちら
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とも言えない」が 34％であった。いずれについても対象校の６割以上が肯定的な回

答をしており、概ね自己評価書、評価報告書の積極的な公表を行っていることがわ

かる。 

次に、「評価結果に関して、マスメディア等から適切な報道がなされた」（機関５-

⑫）か質問したところ、肯定的な回答が 12％（「強くそう思う」６％、「そう思う」

６％）、「どちらとも言えない」が 60％、否定的な回答が 28％（「そう思わない」22％、

「全くそう思わない」６％）であった。否定的な回答（28％）が肯定的な回答（12％）

を上回っており、必ずしもマスメディアから適切な報道がなされたとは考えられて

いないことがわかる。 

 

③意見の申立てについて 

意見の申立てを行ったか否かに関わらず、すべての対象校に対し、意見の申立て

の実施方法等について質問を行った。（なお、今回の機関別認証評価の実施において

は、全 18 校とも意見の申立てを行っていない。） 

まず、「意見の申立ての一連の実施方法は適切であった」（機関２-（３）-①）か

質問したところ、肯定的な回答が 65％（「強くそう思う」30％、「そう思う」35％）、

「どちらとも言えない」が 35％、「「意見の申立ての内容及びその対応」を評価報告

書に掲載することは適切であった」（機関２-（３）-②）かについては、肯定的な回

答が 44％（「強くそう思う」11％、「そう思う」33％）、「どちらとも言えない」が 56％

であった。 

今回の機関別認証評価の実施において意見の申立てを行った対象校はなかったが、

いずれについても否定的な回答がなかったため、意見の申立の実施方法、内容や対

応の評価報告書への記載については問題がないとしていることがわかる。 

 

④評価と課題 

評価報告書の内容について、対象校からは、総じて適切であり、それぞれの教育

研究活動等の質の保証をするために十分なものであるとともに、各対象校の目的、

実態、規模に即して適切であるとの評価を得ており、評価報告書の記述についても

分かりやすいと高い評価を得た。 

次に、評価結果の公表に関して、対象校の６割以上が、自己評価書及び評価結果

報告書を積極的に公表していると回答しているものの、マスメディアの報道の適切

性については、否定的な回答（28％）が肯定的な回答（12％）を上回った。機構と

しては、記者会見の場で認証評価の評価結果を発表しているものの、機関別認証評

価の意義についてマスメディアの理解が十分とは言えないようである。機関別認証

評価制度や機構の行う評価の趣旨や内容について理解が得られるよう、引き続きマ

スメディアに分かりやすく説明していくことが望まれる。 
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一方、評価担当者からは、評価報告書の内容について、書面調査、訪問調査の内

容が評価結果に反映されたと評価されており、評価報告書の構成、結果の表し方に

ついても妥当であるとの回答であった。 

 

 



- 25 - 

（７）評価を受けたことによる効果・影響について 

今回の評価のために自己評価を実施したことや評価結果を受けたことが、対象校に

とってどのような効果・影響を与えたかについて検証を行った。 

 

①自己評価を行ったことによる効果・影響 

対象校に対するアンケート調査において、認証評価を受けるに当たって自己評価

を行ったことによる効果や影響について質問したところ、「教育研究活動等について

全般的に把握することができた」（機関６-（１）-①）かについては、肯定的な回答

が 94％（「強くそう思う」39％、「そう思う」が 55％）、「どちらとも言えない」が６％、

「教育研究活動等の今後の課題を把握することができた」（機関６-（１）-②）かに

ついては、全校が肯定的な回答であった（「強くそう思う」22％、「そう思う」78％）。

いずれの質問についても対象校の９割以上が肯定しており、それぞれ高く評価して

いることがわかる。 

 

次に、教職員の意識への効果・影響について、「自己評価を行うことの重要性が教

職員に浸透した」（機関６-（１）-③）か質問したところ、「そう思う」が 72％、「ど

ちらとも言えない」が 28％、「教育研究活動等を組織的に運営することの重要性が教

職員に浸透した」（機関６-（１）-④）かについては、肯定的な回答が 78％（「強く

そう思う」６％、「そう思う」72％）、「どちらとも言えない」が 22％、「各教員の教

育や研究に取り組む意識が向上した」（機関６-（１）-⑤）かについては、肯定的な

回答が 56％（「強くそう思う」６％、「そう思う」が 50％）、「どちらとも言えない」

が 44％であった。自己評価書の重要性及び教育研究活動等の組織的運営の重要性に

ついてはともに肯定的な回答が７割を超え、概ね教職員に浸透しつつあることがわ

かるが、各教員の教育研究への取組の意識向上については、肯定的な回答が５割以

上を占めるものの、どちらとも言えないとする回答も一定数見られる。 

 

さらに、「学校全体のマネジメントの改善を促進した」（機関６-（１）-⑥）か質

問したところ、肯定的な回答が 83％（「強くそう思う」６％、「そう思う」77％）、「ど

ちらとも言えない」が 17％、「貴校の教育研究活動等の改善を促進した」（機関６-

（１）-⑦）かについては、肯定的な回答が 83％（「強くそう思う」17％、「そう思う」

66％）、「どちらとも言えない」が 17％であった。いずれについても対象校の８割が

肯定的に回答しており、対象校のマネジメント、教育研究活動等の改善促進への効

果・影響について評価されていることがわかる。 

一方、「貴校の個性的な取組を促進した」（機関６-（１）-⑧）か質問したところ、

肯定的な回答が 66％（「強くそう思う」６％、「そう思う」60％）、「どちらとも言え

ない」が 28％、「そう思わない」が６％であった。対象校の６割以上が肯定的に回答
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しており、個性的な取組の促進について効果・影響があったと概ね評価されている

ものの、どちらとも言えないとする回答も一定数見られる。 

 

②評価結果を受けたことによる効果・影響 

対象校に対するアンケート調査において、評価結果を受けて今後どのような効

果・影響があるかについて質問したところ、「教育研究活動等について全般的に把握

することができる」（機関６-（２）-①）かについては、肯定的な回答が 94％（「強

くそう思う」22％、「そう思う」72％）、「どちらとも言えない」が６％、「教育研究

活動等の今後の課題を把握することができる」（機関６-（２）-②）かについては、

肯定的な回答が 94％（「強くそう思う」22％、「そう思う」72％）、「どちらとも言え

ない」が６％であった。いずれについても対象校の９割以上が肯定的に回答してお

り、教育研究活動等の現状や今後の課題の把握に役立つと高く評価されていること

がわかる。 

 

次に、教職員の意識への効果・影響について、「自己評価を行うことの重要性が教

職員に浸透する」（機関６-（２）-③）か質問したところ、肯定的な回答が 72％（「強

くそう思う」11％、「そう思う」61％）、「どちらとも言えない」が 28％、「教育研究

活動等を組織的に運営することの重要性が教職員に浸透する」（機関６-（２）-④）

かについては、肯定的な回答が 83％（「強くそう思う」11％、「そう思う」72％）、「ど

ちらとも言えない」が 17％、「各教員の教育や研究に取り組む意識が向上する」（機

関６-（２）-⑤）かについては、肯定的な回答が 67％（「強くそう思う」17％、「そ

う思う」50％）、「どちらとも言えない」が 33％であった。自己評価の重要性の浸透

については７割、教育研究活動等の組織的運営の重要性の教職員への浸透について

は８割、各教員の教育研究への取組の意識向上については約７割がそれぞれ肯定的

に回答しており、概ね評価されていることがわかる。 

また、「教職員に評価報告書の内容が浸透する」（機関６-（２）-⑨）か質問した

ところ、肯定的な回答が 83％（「強くそう思う」28％、「そう思う」55％）、「どちら

とも言えない」が 17％であった。対象校の８割が肯定的な回答をしており、評価結

果の教職員への浸透について評価されていることがわかる。 

 

さらに、「学校全体のマネジメントの改善を促進する」（機関６-（２）-⑥）か質

問したところ、肯定的な回答が 94％（「強くそう思う」22％、「そう思う」72％）、「ど

ちらとも言えない」が６％、「貴校の教育研究活動等の改善を促進する」（機関６-（２）

-⑦）かについては、肯定的な回答が 83％（「強くそう思う」17％、「そう思う」66％）、

「どちらとも言えない」が 17％であった。学校全体のマネジメントの改善促進につ

いては対象校の９割以上、教育研究活動等の改善促進については対象校の８割が肯
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定的に回答しており、それぞれ高く評価されていることがわかる。 

続いて、「貴校の個性的な取組を促進する」（機関６-（２）-⑧）かについては、

肯定的な回答が 72％（「強くそう思う」17％、「そう思う」55％）、「どちらとも言え

ない」が 22％、「そう思わない」が６％であった。対象校の７割が肯定的に回答して

おり、概ね評価されていることがわかる。 

また、「貴校の教育研究活動等の質が保証される」（機関６-（２）-⑩）かについ

ては、肯定的な回答が 89％（「強くそう思う」22％、「そう思う」67％）、「どちらと

も言えない」が 11％であった。対象校の約９割が肯定的に回答しており、評価結果

による質の保証については高く評価されていることがわかる。 

 

次に、「学生（今後入学する学生を含む）の理解と支持が得られる」（機関６-（２）

-⑪）か質問したところ、「そう思う」が 61％、「どちらとも言えない」が 39％、「広

く社会の理解と支持が得られる」（機関６-（２）-⑫）かについては、肯定的な回答

が 61％（「強くそう思う」６％、「そう思う」55％）、「どちらとも言えない」が 28％、

「そう思わない」が 11％であった。いずれについても肯定的な回答が６割を占める

ものの、否定的又はどちらとも言えないとする回答も一定数見られる。 

なお、「他高等専門学校の評価結果から優れた取組を参考にする」（機関６-（２）

-⑬）かについては、肯定的な回答が 89％（「強くそう思う」22％、「そう思う」67％）、

「どちらとも言えない」が 11％であった。約９割の対象校が他機関の取組を参考に

したいと考えていることがわかる。 

 

③評価結果の活用について 

機構の評価を受けたことを契機に、実施を予定している（または実施済みの）変

更・改善の取組として、対象校から次の事例が挙げられた。なお、文末【 】内の

数字は、変更・改善の際の機構の評価（機構の評価報告書の内容だけでなく、対象

校による自己評価書の作成や、評価の過程で得られた知見を含む）の参考度を示す。

【５：非常に参考になった～３：参考となった～１：あまり参考とならなかった】 

 

（基準１）「高等専門学校の目的」 

・ 準学士課程と専攻科課程の教育の目的が整理され、広く周知させることができ

た。【５】 

・ （基準１と基準５）教育目標とカリキュラムとの対応を、より具体的に明確化

すること。【５】 

 

（基準３）「教員及び教育支援者」 

・ 機構の評価報告書を受け、高等専門学校設置基準を遵守し、教員の適切な配置
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に留意し、厳正に対処していく。【５】 

・ 教員評価システムの導入。【３】 

 

（基準５）「教育内容及び方法」 

・ 専攻科課程における研究概要の説明は一部の専攻科課程では行われていたが、

これを全専攻科課程で行うように改善した。【５】 

・ 自己評価書に資料として示した「各課程の授業科目流れ図」は、訪問調査にお

いてたいへん分かりやすいと好評であった。それを受け、平成 19 年度シラバスに

同図を掲載することとした。【５】 

・ 総合技術教育センター長を中心に「ものづくり技術者育成」プロジェクトを立

ち上げた。全学科とも、複数の実験テーマを低学年の基礎実験から高学年の応用

実験・発表まで継続して行うシームレスな実験を導入した。【４】 

・ 創造性をはぐくむ教育方法の工夫について、各学科・各専攻で今後検討してい

く予定である。【４】 

・ 環境教育に関する連携教育の充実。【４】 

・ 本校の学習・教育目標を達成する上で、環境教育を充実させる必要がある。今

後、環境に関する特別講演等の取組を充実させる予定である。【４】 

・ 専攻科の研究体制の充実。【４】 

・ 学生支援、特に低学年および編入生において、数学・物理・英語など基礎科目

に対する補習授業の強化を行っている。【４】 

・ インターンシップなど地域と連携した学生教育を充実させている。【４】 

・ シラバスを用いて学生に点検させるような活用も可能ではないかと検討する。

【４】 

 

（基準６）「教育の成果」 

・ 企業や卒業生の意見を反映する体制の改善を図っている。【５】 

・ 教育目標に対するアンケート実施と見直し。【４】 

・ 専攻科修了生に特定したアンケートを実施する必要があることを確認した。【４】 

・ 卒業生、修了生に対する、教育目標に照らし合せた達成度の自己評価アンケー

トおよび学生支援アンケートの整備と分析。【３】 

 

（基準７）「学生支援等」 

・ キャリア教育を低学年から実施するため、正課教育および課外教育の改善と充

実を図っている。【４】 

・ 進路（就職・進学）指導は、現在各学科、専攻科で単独に行われているが、こ

れを各学科、専攻科共通の進路指導室を設け、資料収集、データ整理などと共に
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学生相談できるシステムを構築出来ればよいと考えている。【３】 

 

（基準８）「施設・設備」 

・ 校舎内の活用計画及び実習工場の整備。【４】 

・ 地域共同テクノセンター機能及び施設の実質的整備。【４】 

 

（基準９）「教育の質の向上及び改善のためのシステム」 

・ 自己評価書を作成するに当たって、教育活動の実態を示すデータを充実させ、

ホームページに掲載して本校教職員が利用出来るようにした。【５】 

・ 教育方法の更なる工夫を図るため研究グループを立ち上げるなど、教員間に具

体的な動きが出てきている。【５】 

・ 訪問調査で改善のプロセスが分かりにくいとの指摘を受け、組織を再編成した。

【５】 

・ 教育の質の向上及び教育改善について、保護者による授業参観の実施、ＦＤの

充実等を行い、今後更なる取組をしていく予定である。【４】 

 

（基準 11）「管理運営」 

・ 前回の外部評価実施から５年が経過し、次年度の外部評価に向けて、自己点検

評価を含めて実施を予定している。【５】 

・ 訪問調査時に、現職教員の負担を減らすためにも、外部の力を活用すると良い

という指摘を受けた。平成 19 年度より、本校の教育・研究・地域連携の充実に関

する業務の支援（補助、助成）を行うこと等を目的としてＯＢ会を発足させ、退

職した教職員の援助を受けるシステムを作った。【４】 

 

（その他） 

・ （基準全体に対して）教育目標やアドミッションポリシーの見直しが図られる

とともに、外部に対しての公開を常に意識するようになった。【５】 

・ （基準全体に対して）すべての会議の会議要録を残すよう改善が図られた。【５】 

・ 産学連携と地域貢献を改善するためのシステム整備。【４】 

・ 自己評価書の作成において各基準全てに自己分析としての「改善を要する点」

を記述し、教育改善の具体的な目標とした。【４】 

・ 評価報告書で指摘を受けた事項について、本校の特長と課題を再認識でき、教

育改善報告書の発行につなげた。【４】 

・ 試行評価時（２年前）に種々の改善がなされたので、今回の結果からは特に大

きな変更・改善はなさそうです（他機関評価結果の詳細な分析なども行ってみな

ければわかりませんが）。【４】 
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・ 入学試験成績と在校時の成績との相関の分析と問題提起。【３】 

 

④評価と課題 

対象校が自己評価を行ったことによる効果・影響については、教育研究活動等の

状況や課題の把握に役立ち、全学マネジメントや教育研究活動の改善の促進につな

がるなどの効果・影響があったことがわかる。教職員の意識への効果・影響につい

ては、自己評価の重要性、教育研究活動等を組織的に行うことの重要性、各教員の

教育研究への取組それぞれについて、また、個性的な取組への活用については、一

定の効果・影響があったことがわかる。 

次に、評価結果を受けたことによる効果・影響についても、多くの対象校におい

て、教育研究活動等の状況や課程の把握に役立ち、全学マネジメントや教育研究活

動の改善の促進につながる、教育研究活動等の質が保証されるなどの効果・影響が

あったことがわかる。また、教職員の意識への効果・影響についても一定の効果・

影響があったことがわかる。 

学生（今後入学する学生を含む）及び社会の理解と支持への効果・影響について

は、６割の対象校が肯定的な回答をしているものの、引き続き認証評価制度や機構

の行う評価に対する社会の認知度を高めていくことが望まれる。 

 

評価結果の活用については、対象校から多くの改善取組事例が挙げられているこ

とから、対象校が評価を手段として捉え、それに対応して教育研究活動等の改善・

向上に取り組んでいることがわかる。 

評価への取組により把握した教育研究活動等の状況や課題をどのように活用して

いくかということについては、機構及び各対象校の相互の取組が今後ますます重要

であり、各対象校における評価結果の活用の促進のための取組などを検討していく

ことが重要であると考えられる。 
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（８）評価の作業量・スケジュール等について 

今回の評価の実施に係る作業量や作業期間がどうであったかを対象校、評価担当者

の双方について検証を行った。 

 

①評価担当者から見た作業量・スケジュール等 

・評価に費やした作業量及び機構が設定した作業期間 

評価担当者に対するアンケート調査において、「自己評価書の書面調査」（評４-

（１）-①）、「訪問調査への参加」（評４-（１）-②）、「評価結果の作成」（評４-（１）

-③）に関する作業量及びこのために機構が設定した作業期間について、それぞれ質

問した。 

まず「自己評価書の書面調査」に関して、作業量については「大きい」とする回

答が 84％（「とても大きい」37％、「大きい」が 47％）、「適当」は 16％であった。ま

た、作業期間は７月からの約１ヶ月を設定しているが、これについて、「長い」とす

る回答が 42％（「とても長い」23％、「長い」19％）、「適当」が 30％、「短い」とす

る回答が 28％（「短い」23％、「とても短い」５％）であった。「長い」とする回答が

「適当」をやや上回った。 

次に、「訪問調査への参加」では、作業量については、「大きい」とする回答が 35％

（「とても大きい」９％、「大きい」26％）、「適当」が 65％であった。また、作業期

間については１校あたり延べ２泊３日の日程としているが、「長い」とする回答が

26％（「とても長い」７％、「長い」19％）、「適当」が 74％であり、評価担当者は期

間について概ね「適当」であると評価している。 

さらに、「評価結果の作成」では、作業量については、「大きい」とする回答が 24％

（「とても大きい」５％、「大きい」19％）、「適当」が 71％、「小さい」が５％であっ

た。また、作業期間については、「長い」とする回答が 19％（「とても長い」７％、

「長い」12％）、「適当」が 76％、「短い」が５％であり、評価担当者は評価結果作成

について作業量・作業期間ともに概ね「適当」であると評価している。 

 

・評価に費やした労力 

評価担当者に対するアンケート調査において、評価に費やした労力が「質の保証」

「改善の促進」「社会の理解と支持」の評価の３つの目的に照らして見合うものであ

ったかについて質問したところ、「高等専門学校の質の保証という目的に見合うもの

であった」（評４-（２）-①）かについては、肯定的な回答が 77％（「強くそう思う」

21％、「そう思う」56％、）「どちらとも言えない」が 23％、「高等専門学校の改善を

進めるという目的に見合うものであった」（評４-（２）-②）かについては、肯定的

な回答が 77％（「強くそう思う」26％、「そう思う」51％）、「どちらとも言えない」

が 21％、「そう思わない」が２％となり、いずれも評価担当者の約８割が「質の保証」
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「改善の推進」それぞれの目的に対して見合うものであると概ね評価している。 

さらに、「高等専門学校の教育研究活動等について社会（学生・保護者、企業、そ

の他関係者など）から理解と支持を得るという目的に見合うものであった」（評４-

（２）-③）かについては、肯定的な回答が 67％（「強くそう思う」が 19％、「そう

思う」が 48％）、「どちらとも言えない」が 28％、「そう思わない」が５％であった。

対象校の約７割が肯定的な回答をしており、目的に見合うものであると概ね評価し

ている。 

 

②対象校から見た作業量・スケジュール等 

・評価に費やした作業量及び機構が設定した作業期間 

対象校に対するアンケート調査において、「自己評価書の作成」（機関３-（１）-

①）、「訪問調査の前に提示された「訪問調査時の確認事項」への対応」（機関３-（１）

-②）、「訪問調査のための事前準備」（機関３-（１）-③）、「訪問調査当日の対応」（機

関３-（１）-④）、「意見の申立て」（機関３-（１）-⑤）に関する作業量及びこのた

めに機構が設定した作業期間について、それぞれ質問した。 

まず、「自己評価書の作成」に関して、作業量については、「大きい」とする回答

が 89％（「とても大きい」67％、「大きい」22％）、「適当」は 11％であった。また、

作業期間は、「長い」とする回答が 50％（「とても長い」22％、「長い」28％）、「適当」

が 44％、「短い」が６％であり、「長い」とする回答が５割を占めた。 

次に、「訪問調査の前に提示された「訪問調査時の確認事項」への対応」に関して、

作業量については、「大きい」とする回答が 61％（「とても大きい」17％、「大きい」

44％）、「適当」が 39％であり、多くの対象校は対応のための作業量が「大きい」と

感じている。また、作業期間は、「確認事項」の送付から回答まで２～３週間程度の

期間を設けているが、これについて「長い」が 22％、「適当」が 50％、「短い」とす

る回答が 28％（「短い」22％、「とても短い」６％）となっており、対象校の５割が

作業期間は「適当」と考えている。 

続いて、「訪問調査のための事前準備」に関して、作業量は、「大きい」が 67％、

「適当」が 33％で、約７割の対象校が事前準備の作業量は「大きい」と感じている。

また、作業期間は約１ヶ月程度の期間を設けているが、これについて、「長い」が 17％、

「適当」が 66％、「短い」が 17％となり、６割以上の対象校が作業期間は「適当」

と考えている。 

次に、「訪問調査当日の対応」に関して、作業量については、「大きい」とする回

答が 39％（「とても大きい」11％、「大きい」28％）、「適当」が 61％であり、６割の

対象校が「適当」と考えている。作業期間については、「長い」とする回答が 28％（「と

ても長い」６％、「長い」22％）、「適当」が 72％となり、対象校は訪問調査当日の対

応の作業量、作業期間とも概ね「適当」と考えている。 
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さらに、「意見の申立て」に関して、作業量については、「適当」が 93％、「とても

小さい」が７％であった。作業期間については、「適当」が 93％、「短い」が７％と

なり、大部分の対象校は意見の申立ての作業量、作業期間ともに適当と考えている。 

 

・評価作業に費やした労力 

対象校に対するアンケート調査において、評価作業に費やした労力は、「質の保証」

「改善の推進」「社会の理解と支持」の３つの目的に照らして見合うものであったか

について質問したところ、「貴校の質の保証という目的に見合うものであった」（機

関３-（２）-①）かについては、肯定的な回答が 83％（「強くそう思う」17％、「そ

う思う」66％）、「どちらとも言えない」が 17％、「貴校の改善を進めるという目的に

見合うものであった」（機関３-（２）-②）かについては、肯定的な回答が 83％（「強

くそう思う」17％、「そう思う」66％）、「どちらとも言えない」が 17％であった。い

ずれについても対象校の８割が肯定的な回答をしており、評価作業の労力が目的に

見合うものだったと評価している。 

一方、「貴校の教育研究活動等について社会（学生・保護者、企業、その他関係者

など）から理解と支持を得るという目的に見合うものであった」（機関３-（２）-③）

かについては、肯定的な回答が 55％（「強くそう思う」22％、「そう思う」33％）、「ど

ちらとも言えない」が 39％、「そう思わない」が６％であった。対象校の５割以上が

肯定的な回答をしているものの、否定的もしくはどちらとも言えないとする回答も

一定数見られる。 

 

・評価のスケジュール 

対象校に対するアンケート調査において、「自己評価書の提出時期（６月末）は妥

当であった」（機関３-（３）-①）か質問したところ、「妥当である」が 94％、「妥当

でない」が６％であり、対象校の９割以上が自己評価書の提出時期は妥当であると

考えていることがわかる。また、「訪問調査の実施時期（１０月中旬～１１月下旬）

は妥当であった」（機関３-（３）-②）かについては、全ての対象校が「妥当である」

との回答であった。 

 

③評価と課題 

・評価担当者から見た作業量・スケジュール等 

評価に費やした作業のうち、自己評価書の書面調査については、作業量が大きい

とする評価担当者が８割以上を占め、作業期間については４割が長いとしている。

自由記述においては、本務の関係上時間確保が難しかったことや作業に取りかかる

ための準備などに時間を要したとする意見が複数あり、役割分担の整理、書面調査

票の様式の工夫等、引き続き効率的な評価が可能となるような改善の工夫が望まれ
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る。 

また、訪問調査の参加については、作業量については６割以上の評価担当者が適

当であるとし、作業期間については、７割以上が適当であるとしており、概ね適当

であるとの結果であった。 

評価に費やした労力が評価に見合うものであったかについては、６割以上の評価

担当者が肯定的な回答をしており、自由記述においても、評価の重要性、責任の重

さ等を考えると適当であるとの意見が多く、見合うものであるかというよりはむし

ろ見合うようにしていかなければならないという意見も複数見られた。 

平成 19 年度においては、書面調査の担当校について、従来、所属する部会の対象

校６校すべてを担当することとなっていたものを、各委員の負担を考慮して、主担

当校２校のみとした。 

 

・対象校から見た作業量・スケジュール等 

評価に費やした作業のうち、自己評価書の作成については、対象校の約９割が作

業量が多いとしており、作業期間については、５割が長いとした。 

訪問調査に関しては、「訪問調査時の確認事項」の対応について、作業量は大きい

との回答が６割を占めたが、期間については、５割が適当であるとした。ただし、

自由記述においては、「訪問調査時の確認事項」の対応に時間の余裕が欲しいとする

意見も複数見られた。 

訪問調査の事前準備については、作業量が大きいとした対象校が６割を超えたが、

期間については、６割以上が適当であるとした。また、訪問調査当日の対応につい

ては、作業量は６割が適当であるとし、作業期間についても７割が適当であると回

答した。 

評価に費やした労力が評価に見合うものであったかについては、「質の保証」、「改

善の促進」、「社会の理解と支持」の３つの目的に照らして、対象校は概ね労力が目

的に見合うものであるとしているが、自由記述において、社会における認知度が低

いなどの意見も見られたことから、社会の理解と支持を得るという目的については、

引き続き努力が必要であると考えられる。 

評価のスケジュールに関しては、自己評価書の提出時期及び訪問調査の時期とも

にほぼすべての対象校が妥当であるとしている。 
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（９）評価についての全般的な意見・感想 

（１）～（８）に挙げたもののほか、評価全般について、対象校及び評価担当者か

ら、主に次のような意見・感想があった。 

  

・対象校からの意見・感想 

対象校から寄せられた意見・感想においては、機構の評価を受けた感想として、「取

組を適切に評価してもらえた」、「自己評価で気付かなかった優れた点について指摘

してもらえた」など、期待どおり若しくは期待以上であったとする感想が多く寄せ

られた。 
一方、「意図していなかった点を評価されたり、逆に問題視されたりした」、「優れ

た点と思っていたものが期待したほど評価されなかった」など、対象校と評価担当

者との共通理解が十分でなかったとする感想も見られた。 
 

・評価担当者からの意見・感想 

評価担当者から寄せられた意見・感想においては、「評価担当者として携わった作

業や、関係者との意見交換を通して得たものが自らの所属機関での活動に役立った」

とする感想が多く寄せられた。 
この他、「評価への取組姿勢についても評価の対象として問われて良いのではない

か」、「認証評価以外の評価も含めて多岐に渡る評価により高等専門学校が疲弊し、

教育力が低下しているのではないか」などの意見・感想も寄せられた。 
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３．総括 

 

本報告書では、アンケート調査した項目のうち、主要な９つの事項、すなわち、「（１）

評価基準及び観点について」「（２）評価担当者に対する研修について」「（３)自己評価書

について」「（４）認証評価説明会・自己評価担当者等に対する研修会について」「（５）

書面調査・訪問調査について」「（６）評価結果（評価報告書）について」「（７）評価を

受けたことによる効果・影響について」「（８）評価の作業量・スケジュール等について」

「（９）評価についての全般的な意見・感想」について、整理・分類し、分析・評価した

結果をまとめている。以下にその概要を述べ総括する。 

 

（１）評価基準及び観点の構成や内容については、対象校及び評価担当者双方から、

高等専門学校の教育研究活動等の「質の保証」「改善の促進」「社会（学生・保護者、企

業、その他関係者など）からの理解と支持」という評価の目的に照らして適切であると

評価され、教育活動を中心に設定していることについても、適切であると評価されてい

る。 

また、具体の評価基準及び観点については、対象校及び評価担当者双方から、評価し

にくいものがあるとする回答が一定数見られたことや、評価基準及び観点間に内容の重

複はないものの、類似するものがあるという意見やＪＡＢＥＥプログラムとの関係など

についての意見も見られたことから、今後も説明会、研修会等で詳細かつ明快に説明し

ていくとともに、次期の評価周期を念頭に、評価基準及び観点の適切性を引き続き検証

していくことが必要と思われる。 

 

（２）評価担当者に対する研修については、研修の内容については、配付資料や説明

内容が理解しやすく、書面調査に役立ったとの回答が多数であり、適切であったと考え

られる。なお、評価担当者からは、研修でのシミュレーションと実際に違いが見られた

との意見も出されていることから、書面調査の内容のシミュレーションの充実など、実

際の評価作業が反映されるような工夫を図っていくことが適当と思われる。また、研修

時間の設定については、肯定的な回答が約６割にとどまり、自由記述でも時間延長、短

縮を望む双方の意見や、評価経験の差を踏まえた研修内容の工夫を望む意見があったこ

とから、研修内容の充実と相まって今後、様子を見つつ判断していく必要がある。 

 

（３）自己評価書については、自己評価書の記述の適切性、わかりやすさ等について、

対象校と評価担当者の間で認識の差があることがわかる。 

また、自己評価書の添付資料については、対象校では、資料の収集、選択に困難を感

じるとする意見が少なくなかった。一方、評価担当者からは、不備・不足があったとす

る指摘や提示方法の改善を求める意見があった。これに対しては、対象校が評価の経験
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を積むにつれて徐々に解消されることを期待しつつ、引き続き、評価基準及び観点に関

する対象校の理解をより一層深めることや、特に自己評価書作成に当たっての留意点に

ついての説明を充実することが必要である。 

自己評価書の文字数については、十分な量でなかったとした対象校が少なからずあり、

自由記述においても文字数制限の緩和を要望する意見もあった。これについては、基準

間での文字数の調整を弾力的に認めることとしているところであるが、説明会等でのよ

り丁寧な説明などにより対応していくとともに、認証評価の経験を重ねる中で、自己評

価書全体の文字数制限の在り方等を含めて引き続き検討していくことが必要である。 

 

（４）認証評価説明会・自己評価担当者等に対する研修会については、説明会及び研

修会の内容は、理解しやすく役立ったとの評価がなされている。また、資料については、

説明会の配付資料及び自己評価実施要項等の冊子、研修会の配付資料ともに理解しやす

く役立ったとの評価がなされている。 

 

（５）書面調査、訪問調査については、対象校からはいずれについても肯定的に評価

されており、評価担当者からも評価されている。 

 

（６）評価結果（評価報告書）については、対象校から、内容は総じて適切であり、

それぞれの教育研究活動等の質の保証をするために十分なものであるとともに、各対象

校の目的、実態、規模に即して適切であると評価され、その記述についても分かりやす

いと高く評価されている。 

一方、評価担当者からは、書面調査、訪問調査の内容が評価結果に反映されたと評価

されており、評価報告書の構成、結果の表し方についても妥当であるとされている。 

評価結果の公表については、対象校で自己評価書及び評価報告書を公表している状況

がわかるが、マスメディア等の報道については、対象校で適切でなかったとする回答が

適切であったとする回答を上回ったことから、引き続き理解が得られるよう工夫してい

く必要がある。 

 

（７）評価を受けたことによる効果・影響については、自己評価を行ったことにより、

対象校において、教育研究活動等の状況や課題の把握に役立ち、全学マネジメントや教

育研究活動の改善の促進につながるなどの効果・影響があったことがわかる。一方、教

職員の意識への効果・影響については、自己評価の重要性、教育研究活動等を組織的に

行うことの重要性等について、一定の効果・影響があったことがわかる。 

次に、評価結果を受けたことにより、多くの対象校において、教育研究活動等の状況

や課題の把握に役立ち、全学マネジメントや教育研究活動の改善の促進につながる、教

育研究活動等の質が保証されるなどの効果・影響があったことがわかる。また、教職員
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の意識への効果・影響についても一定の効果・影響があったことがわかる。 

さらに、学生（今後入学する学生を含む）及び社会の理解と支持への効果・影響につ

いては、６割の対象校が肯定的な回答をしているものの、引き続き認証評価制度や機構

の行う評価への社会の認知度を高めていくことが望まれる。 

評価結果の活用については、各対象校は評価を手段として捉え、それに対応して教育

研究活動等の改善・向上に取り組んでいることがわかるが、機構としても各対象校にお

ける評価結果の活用の促進のための取組などを検討していくことが重要である。 

 

（８）評価の作業量・スケジュール等については、まず、評価担当者では、自己評価

書の書面調査の負担が大きいことがわかる。今後、書面調査に当たる評価担当者が効率

的な作業が行えるよう、負担軽減を図ることが望まれる。次に、対象校では、評価に費

やした作業のうち、自己評価書の作成に係る負担感が大きいことがわかる。これについ

ては、評価の経験を重ねることや他機関の評価書を参考とすることにより、対象校の作

業も効率化されると考えられるが、引き続き作成要項の改善や説明会・研修会の内容の

充実により、対象校における自己評価書作成の作業がより効率的になるよう工夫を図っ

ていくことが必要である。 

評価作業に費やした労力については、評価担当者、対象校とも、徐々に作業量の軽減

が図られつつあると認識されてきており、「質の保証」、「改善の促進」、「社会の理解と支

持」という評価の３つの目的に概ね見合うものであると評価されている。 

 

（９）評価についての全般的な意見・感想については、対象校から、機構の評価を受

けた感想として、自己評価で気付かなかった優れた点について指摘してもらえたなど、

期待どおりであったとする感想が寄せられた一方で、評価担当者との共通理解が十分で

なかったとする感想も見られた。 

評価担当者からは、機構の評価作業を通じて得たものが自らの所属機関での活動に役

立ったとする感想が多かった他、機構の行う評価の今後の改善努力を期待する意見が寄

せられた。 

 

今回の検証によって、高等教育機関における評価への積極的な取組み、改善に向けた

努力、そして成果が確認された。一方で、評価作業の負担軽減を図るとともに、各機関

の取組を適切に社会や地域に示すことによる理解の促進と支援に関してはさらなる改善

の必要性も示唆された。 
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